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平成 23 年 11 月 17 日 

 

横浜市長 林   文 子 様 

横浜市環境影響評価審査会 

会 長  猪 狩 庸 祐 

 

 

（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価 

準備書及び評価書に係る調査審議について（答申） 

 

 平成 23 年４月５日環創環評第 344 号及び平成 23 年９月６日環創環評 174 号により諮問

のありました標記について、当審査会は慎重に調査審議を重ねた結果、次のとおり結論を

得たので答申します。 

なお、本件に係る審査書の作成にあたっては、当審査会で指摘した事項について十分に

配慮されるよう申し添えます。 

 

第１ 対象事業の概要 

 １ 事業者の名称等 

名 称：東日本旅客鉄道株式会社 

代表者：代表取締役社長 清野 智 

住 所：東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 

 

名 称：東京急行電鉄株式会社 

代表者：取締役社長 野本 弘文 

住 所：東京都渋谷区南平台町５番６号 

 

 ２ 対象事業の名称及び種類 

    名 称：（仮称）横浜駅西口駅ビル計画（以下「本事業」といいます。） 

種 類：高層建築物の建設（横浜市環境影響評価条例に規定する第１分類事業） 

 

 ３ 対象事業実施区域 

   横浜市西区南幸一丁目１番１号外（以下「計画地」といいます。） 
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４ 事業の目的 

本事業の計画地は、乗降客数１日当たり 200 万人を超える横浜駅の直近部に位置し、

「都市再生特別措置法」に基づき、平成 14 年 10 月に「都市再生緊急整備地域」に指

定されています。この法律は、都市機能の高度化及び都市居住環境の向上を図ること

を目的としており、事業者は、｢都市再生特別地区」＊の都市計画提案を予定していま

す。 

また、平成 21 年に横浜駅周辺地区（約 90ha）の新たなマスタープランとして官民

が共有しあう将来像を示した、まちづくりの指針となる「エキサイトよこはま２２（横

浜駅周辺大改造計画）」がとりまとめられ、計画地は同エリアに含まれています。 

本事業は、高度かつ立体的な土地利用により、横浜駅周辺地区の都市機能の更新を

図るとともに、新たなまちづくりを進める先導的な役割を担う開発事業となることを

目的としています。 

＊「都市再生特別地区」とは、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内

において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、

自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。都市の再生に貢献し、

土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物

の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生

特別地区を定めることができます。 

 

５ 事業の内容 

計画地は、駅前棟、線路上空棟、鶴屋町地区、河川横断部により構成されています。

その概要は下表のとおりです。 

  表【対象事業の概要】 

項 目 駅 前 棟 線路上空棟 鶴屋町地区 河川横断部 

主要用途 

業務施設、商業施設、

文化交流施設、 

駐車場 

商業施設、文化交流

施設、駅施設、 

駐車場 

駐車場 ― 

対象事業 

実施区域面積 

約 19,900 ㎡ 

約 8,500 ㎡ 約 4,000 ㎡ 約 6,500 ㎡ 約 900 ㎡ 

建築面積 約 8,500 ㎡ 約 4,000 ㎡ 約 4,000 ㎡ ― 

延床面積 
約 182,000 ㎡ 

約 136,000 ㎡ 約 18,000 ㎡ 約 28,000 ㎡ ― 

最高高さ 約 180ｍ 約 50ｍ 約 40ｍ ― 

建築物の高さ 約 180ｍ 約 45ｍ 約 31ｍ ― 

階数 地上 33 階／地下 3 階 地上 8 階／地下１階 地上 9 階 ― 

駐車台数 約 30 台 約５台 約 800 台 ― 

着工年 平成 23 年度（予定） 

工期 約８年（予定） 
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 供用時の関係車両台数は、平日 2,429 台/日、休日 1,811 台/日となっております。 

 駐車場は、鶴屋町地区で約 800 台、駅前棟で約 30 台、線路上空棟で約 5 台を計画し

ています。 

歩行者の主な計画地への動線は、横浜駅（ＪＲ線、東急東横線、みなとみらい線、

相模鉄道線、京浜急行線、横浜市営地下鉄線）及び駅周辺、隣接施設からの利用を想

定しています。本事業では、横浜駅周辺における歩行者ネットワークを拡充するため

各方面地下通路等との接続、地上、地下、デッキレベルなど多層にわたる歩行者空間

を形成し、移動の円滑化を図るとしています。また、区域内の西口駅前広場側の地上

１階レベルにおいては、区域境界から建築物をセットバックすることにより、歩行者

空間を出来る限り確保する計画としています。 

省エネルギー計画においては、省エネルギー型機器や、効率的な運用を図る管理シ

ステム、再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入に努め、省エネルギー対策の

推進に努めることとしています。 

なお、雨水貯留槽を地下に設け、大雨時の雨水を一時貯留することで、大雨時の雨

水対策（公共下水道への負荷軽減）に寄与する計画としています。 

「エキサイトよこはま２２」に対する本事業の取組みとしては、「駅と街の玄関口

となる、ターミナルコアの形成」、「駅×街空間の魅力と利便性を高める歩行者ネット

ワークの構築」、「新たな都市景観の形成」、「都市機能の導入・育成」、「環境配慮・創

出の取り組み」、「防災対策の取り組み」、「新たな交通計画への対応・西口駅前広場再

編の寄与」が挙げられています。 

 

第２ 地域の特性 

計画地及びその周辺地域は、明治時代に水面を埋立て造成した土地で、平坦な地形

となっています。河川の状況は、帷子川分水路（派新田間川）が北西側から流下し計

画地を横断して横浜港に注いでいます。 

計画地及びその周辺はすべて市街化区域で、横浜駅周辺は商業地域となっており、

計画地の北側から西側にかけては住居系の用途地域となっています。 

計画地周辺の道路は、一般国道 1 号と青木浅間線（環状１号線）が通っており、さ

らに高速神奈川 1 号・2 号も通っている交通の要衝の地区となっています。 

計画地は、横浜駅に位置しており、平成 16 年のみなとみらい線開通により、近年、

駅利用者数が増加しています。 

平成 23 年４月に策定された「横浜市環境管理計画」において、横浜が目指す将来の

「都心臨海部」は、「都心部のみどりの創造」、「市民生活・事業活動における地球温暖

化対策」、「環境を基軸とした地域経済の活性化」、「海の環境改善」が進められている

地域と位置付けられています。 
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第３ 審査意見 

事業の実施にあたっては、事業の内容及び地域の特性を考慮し、評価書に記載され

た事項に加え、以下に示す事項に留意してください。 

 

 １ 全般的事項 

(1) 本事業は、都市計画提案等の手続や、関係機関との協議を経て、その計画の詳細

が具体化されることから、「エキサイトよこはま２２」のリーディングプロジェクト

として、「まちづくりガイドライン」に記載されている「環境配慮・創出の取組み」、

「防災の取組み」などを着実に実現するよう努めてください。 

(2) 解体工事や具体的な事業計画については、今後予定されている都市計画提案やそ

の他手続等において、駅利用者並びに周辺地域に対する周知・説明等の充実を図っ

てください。 

 

 ２ 個別的事項 

(1)  事業計画 

ア 緑化計画  

(ｱ) 緑化については、アメニティ面への配慮のみならず、緑のネットワーク化や 

都市生態系に寄与する計画としてください。 

(ｲ) 様々な最新事例を参考にしつつ、立体的かつ郷土種を中心とした多様な植栽 

としてください。 

(ｳ) 緑化に関して、周辺の歩行者や駅利用者に対して、環境意識の啓発等に寄与

する取組を実施してください。 

 イ 防災への取組み 

  (ｱ) 計画建築物の設計に際しては、最新の知見を活かし、長周期地震動を考慮し

た設計を行ってください。 

(ｲ) 大雨時の雨水流出抑制など浸水対策に貢献する計画としてください。また、

津波・高潮などによる浸水被害に対する対策を検討し、計画に反映してくださ

い。 

 (ｳ) 計画建築物内の一時滞留者スペースの確保など、地震などの大規模災害時に

おける帰宅困難者への支援・対応に寄与する取組を実施してください。 

  ウ 計画地を含む「エキサイトよこはま２２」に基づく広域的なエネルギーネット 

ワークの構築に貢献するため、積極的かつ継続的な検討を行ってください。 

 エ 計画建築物供用後における駅前広場等の風環境について、風向・風速等の状況

把握とその状態に関する考察を事後調査結果報告書に記載してください。 

 オ 充電設備の充実などの電気自動車への対応策は、供用時の社会状況等に応じた

柔軟な対応を図ってください。 
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  カ 新設する駐車場の利用者に対し、円滑な駐車場利用を促すため、案内地図、看

板等の複数の手段による案内、誘導を行ってください。 

  

(2) 環境影響評価項目 

ア 工事中 

(ｱ) 大気汚染 

      アスベスト等について、解体工事における飛散防止の実施など適切な施工を

行ってください。 

    (ｲ) 地盤沈下 

      地盤特性に応じた施工方法の採用と、地盤変動の計測など監理体制を強化し、

地盤沈下の防止を図ってください。 

     (ｳ)  地域社会 

      工事期間が約８年に及ぶため、工事期間中の歩行者動線については、バリア

フリーの観点も踏まえ、駅利用者の安全性や利便性に配慮した切回し計画とし

てください。 

イ 存在・供用時 

(ｱ) 地域社会 

a  青木橋交差点について、計画建築物供用前の交通状況を踏まえ、本事業に 

よる影響への対応について、関係機関と協議を行ってください。 

b  計画建築物外部の道路に面するセットバック空間については、駅前広場と

一体となった歩行者空間として確保できるよう関係機関と協議を行い、歩行

者の利便性・回遊性の更なる向上を図ってください。 

   c  駅利用者の分散・混雑緩和に寄与するアトリウムなどの計画建築物内の歩

行者動線について、柔軟な通行の確保に努めてください。 

(ｲ)  景観 

         デザインについては、壁面緑化を含め圧迫感の低減を図るとともに、駅前広

場と一体感のあるデザインとなるよう検討してください。 

  

(3)  環境影響配慮項目 

ア 光害 

  計画建築物の設計及び施工時においては、低反射ガラスの採用など外壁材の種

類に配慮してください。 

 

 イ 温室効果物質 

    最新の高効率機器の積極的な導入等により、温室効果物質の排出抑制を図って

ください。 
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付記 

評価書では、「横浜市において、西口駅前広場の再編整備を行う予定」とされています 

が、横浜市は、本事業計画とあわせてその具体案についても明らかにしてください。 

 

■ 横浜市環境影響評価条例に基づく手続経過  

平成 23 年３月 11 日 事業者は準備書及び準備書周知計画書を提出 
平成 23 年３月 25 日 市長は準備書の提出を受けた旨市報公告※し、準備書の写しの縦覧

を開始（平成 23 年５月９日まで） 
 
 縦覧場所 

<横浜市> 環境創造局環境影響評価課、 
神奈川区役所、西区役所の区政推進課 

  (横浜市中央図書館、神奈川区の図書館で閲覧を実施、 
  環境創造局のホームページで図書全文を公開) 

縦覧者数 ４名    
 

市長は準備書に対する意見書及び意見陳述申し出の受付を開始
（平成 23 年５月９日まで） 
 意見書数 ３通、意見陳述申出者なし 

平成 23 年４月３日 事業者は対象地域内に準備書の概要及び説明会の開催を周知 
 周知方法及び配布枚数：日刊紙７紙に約 46,650 部折込み配布 

平成 23 年４月５日 環境影響評価審査会 
市長は準備書に係る調査審議について審査会に諮問 
事業者説明（準備書）、質疑及び審議 

平成 23 年４月 20 日 
平成 23 年４月 23 日 

事業者は説明会を開催 
開催日 会場 参加者数 

４月 20 日 かながわ県民センター 165 名 
４月 23 日 かながわ県民センター 52 名 

 

平成 23 年４月 25 日 環境影響評価審査会 
 事業者説明(補足資料)、質疑及び審議 

平成 23 年５月 16 日 環境影響評価審査会 
事業者説明(補足資料、説明会における質疑及び回答の概要)、質

疑及び審議 
平成 23 年５月 30 日 環境影響評価審査会 

事業者説明(補足資料、準備書に対する意見書の概要と事業者見
解)、質疑及び審議 

平成 23 年８月１日 事業者は評価書を提出 
平成 23 年８月 15 日 市長は評価書の提出を受けた旨市報公告※し、評価書の写しの縦覧

を開始（平成 23 年９月 13 日まで） 
 
 縦覧場所 

<横浜市> 環境創造局環境影響評価課、 
神奈川区役所、西区役所の区政推進課 

  (横浜市中央図書館、神奈川区の図書館で閲覧を実施、 
  環境創造局のホームページで図書全文を公開) 

縦覧者数 ３名    
 
市長は評価書に対する意見書の受付を開始 

（平成 23 年９月 13 日まで） 
 意見書数 ２通 

平成 23 年９月６日 環境影響評価審査会 
市長は評価書に係る調査審議について審査会に諮問 

事業者説明（評価書）、質疑及び審議 
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平成 23 年９月 26 日 環境影響評価審査会 
評価書に対する意見書の概要と事業者見解について事務局説明、

質疑及び審議 
平成 23 年 10 月 11 日 環境影響評価審査会 

 事業者説明(補足資料)、質疑及び審議 
平成 23 年 10 月 28 日 環境影響評価審査会 

 事務局説明(検討事項一覧)及び審議 
平成 23 年 11 月 17 日 環境影響評価審査会 

 事務局説明(答申案)及び審議 

※その他、広報よこはま「お知らせ」欄への掲載、及び本市ホームページへの掲載により

周知 

 

■ 事業者が当審査会に提出した補足資料 

  １ エネルギー供給計画について 

  ２ 主な省エネルギー計画について 

  ３ 大気汚染の予測について 

  ４ 交通量調査及び騒音調査について 

  ５ 緑化計画について 

  ６ 橋梁部における軟弱地盤への対応について 

７ 浸水被害への対応について 

８ 大気汚染の予測について 

９ 緑化計画について 

10 駐車場内のゲート処理能力と路上滞留への対応について 

11 青木橋交差点及び青木通交差点の渋滞について 

12 圧迫感の低減方針及び外観デザインの考え方について 

13 青木橋交差点及び青木通交差点の渋滞について 

14 地域冷暖房について 

15 緑化計画等について 

16 帰宅困難者スペースについて 

17 駐車場の利用に伴う大気汚染（１時間値）について 

18 歩行者デッキデザインについて 
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■ 横浜市環境影響評価審査会委員 

赤 羽 弘 和 

◎ 猪 狩 庸 祐 

池 邊 このみ 

岡 部 とし子 

奥   真 美 

小 熊 久美子 

北 川 淑 子 

工 藤 信 之 

後 藤 英 司 

小 堀 洋 美 

佐土原   聡 

○ 猿 田 勝 美 

高見澤 邦 郎 

田 中 稲 子 

谷   和 夫 

津 谷 信一郎 

中 村 栄 子 

葉 山 嘉 一 

  水 野 建 樹 

 

  ◎ 会長  ○ 副会長  五十音順 敬称略 

 


